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タイトル 

市制施行 70 周年記念事業 

「三木の祭り屋台大集合体験イベント」の参加者を募集 

～ 祭り屋台を担いでみませんか～ 

本件のポイント 

・市制施行 70 周年を記念する祭り屋台大集合での屋台を担ぐ体験イベントの参

加者を募集します。 

・市外在住の方を対象に体験イベントを返礼品としたふるさと納税を募集しま

す。 

説明文 

 

1 日  時    

令和 6年 10月 26日（土）午前 9時～午後 2時 

（体験イベントは正午から午後 1時） 

2 場  所   三木山総合公園  

3 内  容    

屋台を担ぐ方法等について、説明や注意事項を受けたのち、屋台を担ぐ体験

（10分程度）を行います。 

4 対  象 

市内在住、在勤、在学の人を対象とします。   

(1) 小学 1 年生～3 年生 40 名 

（子どもだけで担げる小さな屋台を使用します。） 

（必ず保護者が同伴してください。） 

(2) 中学生、高校生及び大人 20 名 

（通常の屋台より小型の屋台を使用します。） 

5 申込期間   

令和 6 年 8 月 1 日（木）から 8 月 30 日（金）まで 

（定数に達し次第、募集終了） 

6 申 込 先 

参加申込は市のホームページで受付しています。 

【必要事項】 

(1) 応募者氏名、ふりがな 

(2) 保護者氏名（応募者が未成年の場合） 

(3) 住所 

(4) 携帯電話（当日連絡可能な番号） 

(5) 年齢、学年、身長 



 

   

7 ふるさと納税を募集 

三木の祭り屋台大集合における屋台担ぎ体験（参加者 1 名分）を返礼品とし

たふるさと納税を募集します。 
(1) 寄附額  1万 5,000円 
(2) 対 象  市外在住者 20名上限（中学生、高校生及び大人） 
(3) 返礼品  屋台担ぎ体験（参加者１名分） 

屋台を担ぐ方法等について、説明や注意事項を受けたのち、

屋台を担ぐ体験（10分程度）を行います。 
 (4) 申込方法 詳細は市のホームページを参照ください。 
 

8 市ホームページ 

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/4/71969.html 

 

 
 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

   


